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入力値の見直しの概要

（１） 実績値

① ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本の会計報告等に基づくもの

・ 令和６年度会計報告等

② 各社提出データに基づくもの

・ 入力値募集で得られた最新のデータを反映

（２） フォワードルッキング性を考慮するもの

① 施設保全費

・ 実績値に効率化係数を加味した値を算定

② 公共的地下設備

・ 入力値募集で得られた最新のデータを基に算定

（３） 経済的耐用年数

入力値募集で得られた最新のデータ（令和６年度ベース）を基に算定

（１） 使用データ

・ 令和７年９月～10月、事業者に入力値について提案を募集

・ 入力値募集で得られた最新のデータを反映することとし、一部、フォワードルッキング性を考慮

（２） 算定方法

長期増分費用モデル研究会で検討、策定された算定方法（第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデル）を使用

基本的考え方

入力値の扱い

資料７－１ 参照

資料７－１ 参照

資料７－２ 参照
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今後のスケジュール（案）

令和７年１１月

• 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

• 第一種指定電気通信設備接続料規則（平成12年郵政省令第64号）別表第２の２（正味固定資産価額算定に用いる数値）及び別表第４の３（費用

算定に用いる数値）を改正し、長期増分費用方式による令和８年度の接続料算定に用いる入力値を更新するもの。

• 本件は「諮問を要しない軽微な事項について」（平成20年９月30日情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会決定第５号）第５項の規定

により、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を要しない軽微な事項に当たるため、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問は行わない。

令和８年１月上旬

• 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令の公布・施行

• 総務省からＮＴＴ東日本・西日本へ接続料算定に用いるLRICモデルを通知

令和８年１月中旬

• ＮＴＴ東日本・西日本からの接続約款の変更認可申請（令和８年度接続料）

• 情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問、意見募集

• 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

• ＮＴＴ東日本・西日本の接続約款の変更認可
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長期増分費用方式に基づく接続料算定方式の見直し
概 要

第１次ＰＳＴＮモデル
（Ｈ12年度～Ｈ14年度）

■ 端末系交換機能、中継系交換機能等の接続料算定に長期増分費用方式を導入。
■ 平成１０年度の実績通信量を使用し、平成１２～１４年度の接続料を設定。

第２次ＰＳＴＮモデル
（Ｈ15年度～Ｈ16年度）

■ 長期増分費用方式により接続料算定を行う対象機能に、端末回線伝送機能（ＰＨＳ基地局回線）と中継伝送専用機能を追加。
■ 平成１３年度下期＋平成１４年度上期の実績通信量を使用し、平成１５～１６年度の接続料を設定。通信量が１５％を超えて変動した場合は
事後精算。

第３次ＰＳＴＮモデル
（Ｈ17年度～Ｈ19年度）

■ 通信量は、前年度下期＋当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。
■ ＮＴＳ（Non Traffic Sensitive）コストについては、段階的に加入者交換機能の接続料原価から控除（平成１７年度～平成２１年度の５年間で、
各年度２０％ずつ控除）。

第４次ＰＳＴＮモデル
（Ｈ20年度～Ｈ22年度）

■ 通信量は、引き続き前年度下期＋当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。
■ ユニバーサルサービス制度における加入電話の補填対象額算定方法（ベンチマーク）の変更に伴い、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを、
平成２０年度をベースにして段階的に（各年度２０％ずつ）接続料原価に算入。

■ 上記以外のＮＴＳコストについては、引き続き、段階的に（各年度２０％ずつ）接続料原価から控除（平成２１年度で完了）。

第５次ＰＳＴＮモデル
（Ｈ23年度～Ｈ24年度）

■ 通信量は、引き続き前年度下期＋当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。
■ ＮＴＳコストのうちき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、引き続き段階的に接続料原価に算入（平成２３年度で１００％算入）。

第６次ＰＳＴＮモデル
（Ｈ25年度～Ｈ27年度）

■ 通信量は、引き続き前年度下期＋当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。
■ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏まえ、交換機関連設備の減価償却費及び正味固定資産価額を対象に、償却済み比率の上昇を反映
するための補正を３年間で段階的に導入。

■ ＮＴＳコストのうちき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、引き続き接続料原価に１００％算入。

第７次ＰＳＴＮモデル
（Ｈ28年度～Ｈ30年度）

■ 通信量は、引き続き前年度下期＋当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。
■ ＮＴＳコストのうちき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、引き続き接続料原価に１００％算入。

第８次ＰＳＴＮモデル
（Ｒ元年度～Ｒ３年度）

■ ＩＰ網を前提とした接続料の算定に向けた段階的な移行の時期として、まずはＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルを用いて接続料を算定。これにより価
格圧搾のおそれが生じる場合は、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルとＩＰ－ＬＲＩＣモデルの組合せへ移行。

■ 通信量は、引き続き前年度下期＋当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。
■ ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、引き続き接続料原価に１００％算入。

第８次ＰＳＴＮモデル＋
第９次ＩＰモデル
（Ｒ４年度～Ｒ６年12月）

■ ＩＰ網への移行過程の期間中、接続ルート切替前の網構成を想定したＰＳＴＮ-ＬＲＩＣモデルと接続ルート切替後の網構成を想定したＩＰ-ＬＲ
ＩＣモデルを組み合わせて接続料を算定。

■ 通信量は、引き続き前年度下期＋当年度上期の予測値を使用。接続ルート切替前後の総トラヒックを両モデルに入力する。
■ ＰＳＴＮ-ＬＲＩＣモデルについては、引き続き、ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価に１００％算入。

第９次ＩＰモデル
（Ｒ７年１月～）

■ 通信量は、引き続き前年度下期＋当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。
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